
 

千葉の親子三代夏祭り浴衣デザインデータの利用に関する取扱要領 

 

（目的） 

第１条 本要領は、千葉開府９００年記念として作成された千葉の親子三代夏祭りで着用す

る浴衣のデザインデータ（以下「デザインデータ」という。）の普及にあたり、利用に関し

て必要な事項を定め、適正かつ公正な利用を促進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 本要領におけるデザインデータとは、浴衣の模様や色彩等のデザイン情報を含むデ

ジタルデータを指す。 

（著作権および権利帰属） 

第３条 デザインデータの著作権及びその他の知的財産権は、千葉市（以下「市」という。）

に帰属する。 

（利用条件） 

第４条 デザインデータは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人も使用するこ

とができる。 

（１）法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

（２）特定の政治活動、思想活動又は宗教活動を助長するおそれがあると認められるとき。 

（３）自己の商標、意匠その他これに類するものとして利用すると認められるとき。 

（４）市及びデザインデータの品位を損なうおそれがあると認められるとき。 

（５）反社会的勢力による活動その他これに類する行為と認められるとき。 

（６）前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。 

２ 千葉市を美しくする会が利用する場合を除いて、商用利用を目的としてデザインデータ

の利用を希望する者（以下「申請者」という。）は、第５条に定める手続きにより、事前

に市の承認を得なければならない。 

（商用利用に関する手続き） 

第５条 申請者は、千葉の親子三代夏祭り浴衣デザインデータ利用申請書（様式第１号）を

市長に提出しなければならない。 

２ 市は、前項の申請があった場合において、その内容を適当と認めたときは、千葉の親子

三代夏祭り浴衣デザインデータ利用承認通知書（様式第２号）により、不適当な場合には

千葉の親子三代夏祭り浴衣デザインデータ利用不承認通知書（様式第３号）により、申請

者へ通知するものとする。 

３ 申請者は、承認通知書に記載された範囲内でデザインデータを利用することができる。 

４ 申請者は製品の製作前に完成予定の最終デザインを市に提出しなければならない。 

（商用利用事項の変更） 

第６条 前条第２項の規定により利用承認を受けた申請者は、承認を受けた事項に変更があ

った場合、千葉の親子三代夏祭り浴衣デザインデータ利用申請内容変更届（様式第４号）

により速やかに届け出るものとする。 

２ 市は、前項の変更届を受理した場合において、その変更を適当と認めたときは千葉の親

子三代夏祭り浴衣デザインデータ利用変更承認通知書（様式第５号）により、不適当な場

合には千葉の親子三代夏祭り浴衣デザインデータ利用変更不承認通知書（様式第６号）に

より申請者へ通知するものとする。 



 

（商用利用承認の取消し） 

第７条 申請者が本要領又は承認通知書に記載された承認条件に違反した場合、市はその承

認を取り消すことができる。 

２ 市は、前項の規定により承認を取り消したときは、千葉の親子三代夏祭り浴衣デザイン

データ利用承認取消通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定による措置によって、申請者に損害が生ずることがあっても、市はその責

めを負わない。 

（商用利用時の注意事項） 

第８条 申請者が第５条第３項の規定によりデザインデータを利用する場合は、物品に「千

葉の親子三代夏祭り」を標記すること。 

２ デザインデータを利用する物品自体に前項の標記ができない場合は、物品のタグ、パッ

ケージ等に記載すること。 

（禁止事項） 

第９条 デザインデータについて、次の各号に定める行為を禁止する。 

（１）デザインデータを第三者に無断で再配布または販売すること。 

（２）デザインデータを改変すること。(色、縦横比、形状の変更等) 

（３）自作表示又は著作者表示の偽称をすること。 

（４）前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めること。 

２ 市が前項の禁止事項に抵触したデザインデータの利用を発見した場合、その利用を中止

するよう命じることができる。 

（事故の処理） 

第１０条 デザインデータの利用に関し、事故等が生じたときは、利用者の責任において、

必要な措置を講じることとする。 

（利用料） 

第１１条 デザインデータの利用料は無料とする。 

（免責事項） 

第１２条 利用者は自己の責任においてデザインデータを利用し、デザインデータの利用に

より生じた損害について、市は一切の責任を負わないものとする。 

 

附 則 

この要領は令和８年２月４日から施行する。 
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